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登録商標「ＢＵＬＬＥＴ」審決取消請求事件：知財高裁平成 26(行ケ)10141平成

27年 6月 30日（2部）判決＜請求棄却＞➡特許ニュース No.14013 

 

 

 

 

 

【事案の概要】 

 本件は，被告の登録商標（登録第４３４４３４４号商標。本件商標）に関する

商標法５０条１項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴

訟である。争点は，①被告への本件商標に関する商標権（本件商標権）の承継の

有無，及び，②被告による指定商品に係る本件商標の使用の有無である。 

１ 特許庁における手続の経緯等 

 アイヒャー リミテッドは，平成８年５月２９日，下記の「ＢＵＬＬＥＴ」の

欧文字を横書きしてなる商標（本件商標）について，第１２類「二輪自動車・自

転車並びにその部品及び附属品（タイヤ及びチューブを除く。）」を指定商品（本

件指定商品）として出願し，平成１１年１２月１７日に登録を受けた（第４３４

４３４４号）（甲２，２９）。 

 本件商標は，平成２５年１０月１０日付けでアイヒャー リミテッドから被

告（アイヒャー モーターズ リミテッド）へ一般承継を原因として商標権者の

移転登録が申請され，同月２４日，被告が商標権者として登録された（甲２９）。 

 原告（カンパニョロ ソチエタ アレスポンサビリタ リミタータ）は，継

続して３年以上，日本国内において，商標権者，専用使用権者又は通常使用権

者が本件商標を使用した事実がないから，商標法５０条１項により，本件商標

の登録は取り消されるべきであると主張し，平成２３年１２月２７日に取消審

判請求をした（取消２０１１－３０１１７６号）。 

 特許庁は，平成２６年１月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」と

の審決をし，同審決謄本は，同年２月６日に原告に送達された。 

（本件商標） 

 
２ 審決の要旨 

 審決は，被告が，本件商標権をアイヒャー リミテッドから一般承継し，通

常実施権者であるウイングフットが，本件指定商品である「二輪自動車」につ

き，本件商標と社会通念上同一の商標を使用したと認められるから，本件商標

の登録を取り消すことはできないと判断した。 

 理由の要点は，以下のとおりである。 

 
【キーワード】 

 登録商標の不使用取消請求（商標法 50 条 1 項），要証期間，通常使用権者，

社会通念上同一の商標 
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(1) 本件商標 

 本件商標は，上記のとおり，「ＢＵＬＬＥＴ」の文字を横書きしてなり，第

１２類「二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品（タイヤ及びチューブ

を除く。）」を指定商品として，平成８年５月２９日に登録出願され，平成１

１年１２月１７日に「インド国，マドラス＜以下略＞」に所在する「アイヒャ

ー リミテッド」を商標権者として設定登録されたものであり，その後，商標

権の存続期間の更新登録がなされた。 

 なお，本件審判の請求の登録は，平成２４年１月１９日である（同登録前３

年以内の期間である，平成２１年１月２０日から平成２４年１月１９日を，

「本件要証期間」という。）。 

(2) 商標権者及び通常使用権者について 

ア ニューデリー高等裁判所の合併命令（注：甲５の１，２）では，「Ｅｉｃ 

ｈｅｒ Ｌｔｄ．」が「Ｔｒａｎｓｆｅｒｏｒ Ｃｏｍｐａｎｙ」（被承継

会社），「Ｅｉｃｈｅｒ Ｍｏｔｏｒｓ Ｌｔｄ．」が「Ｔｒａｎｓｆｅｒ

ｅｅ Ｃｏｍｐａｎｙ」（承継会社）と表記され，「１．本文書に添付した

目録－Ⅱの第一，第二および第三部に明記する被承継会社の自動車事業に関

するすべての財産，権利および権能，ならびに上記被承継会社の自動車事業

に関するその他すべての財産，権利および権能を，これ以外の行為または証

書がなくとも承継会社に移転し，・・・被承継会社の財産および利益のため

にこれらを承継会社に移転し，承継会社に帰属させるよう命じ」と記載され

ている。また，宣誓供述書（注：甲５の３，４）には，「『アイヒャー リ

ミテッド』は，指定商品『二輪自動車・自転車並びにその附属品（タイヤ及

びチューブを除く。）』（注：正確には，『二輪自動車・自転車並びにその

部品及び附属品（タイヤ及びチューブを除く。）』が正しい。）に係る日本

国の登録商標『ＢＵＬＬＥＴ』を獲得した。そして，２００４年統合計画の

取り決めを原因として『アイヒャー リミテッド』は，インド国のニュー・

デリーの裁判所の命令に従って，２００４年に一部の事業部門（自動車事

業）を『アイヒャー モーターズ リミテッド』へ会社分割によって移転し

ました。同法廷は，総合計画の取り決めを許可しました。」旨の記載があ

る。これらの記載からすれば，被告は，平成１６年７月以降にアイヒャー リ

ミテッドから一般承継によって本件商標権の移転を受けた商標権者であると

認められる。 

イ 販売代理店契約（注：甲７）によれば，その契約中に，株式会社ウイング

フットに対し，「Ｂｕｌｌｅｔ」商標の使用を許諾する旨の記載が存在し，

実際には有限会社であるウイングフット（以下，単に「ウイングフット」と

いう。）は，本件商標についての通常使用権者と認めて差し支えない。 

(3) 本件商標の使用及び使用時期 

 本件要証期間内である平成２３年１１月４日及び同月２８日に，アイヒャー 

モーターズ リミテッドは，商品名に「ＢＵＬＬＥＴ」の文字を含む二輪自動
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車を，「ウイングフット」を荷受人として我が国に輸出し，また，ウイングフ

ットは，その二輪自動車を輸入したものと認められる。 

 そして，「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ ＢＵＬＬＥＴ ５００ ＦＥＩ

（注：ＥＦＩの誤記，以下同じ。）」の名称を有する「二輪自動車」（本件商

品）には，本体部分のステッカーに「ＢＵＬＬＥＴ」の商標（使用商標１）が

付されている。 

（判決注：使用商標１） 

 

 また，商標権者の販売代理店であるウイングフットは，同人のウェブサイト

において，輸入した本件商品について，「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ ＢＵ

ＬＬＥＴ ５００ ＦＥＩ」の商標（使用商標２）を表示し，本件商品の譲渡

のため，本件要証期間内にその広告を行ってきたものと認めることができる。 

（判決注：使用商標２） 

 ROYAL ENFIELD BULLET 500 EFI 
(4) 本件商標と使用商標の同一性について 

 使用商標１は，本件商標と同じ「ＢＵＬＬＥＴ」の欧文字よりなるから，同

一の商標といえる。 

 また，使用商標２は，「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ ＢＵＬＬＥＴ ５０

０ ＦＥＩ」の文字よりなるが，構成中の「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ」

は，旧社名から派生した二輪自動車のブランド名であり，また，「５００」及

び「ＦＥＩ」は，規格及び略語として理解されるから，「ＢＵＬＬＥＴ」の文

字部分は，別個の要部として理解され，認識される。そして，本件商標と該

「ＢＵＬＬＥＴ」の文字部分は，その文字綴りを同一にするものであるから，

使用商標２がその他の文字を伴っている構成であるとしても，「ＢＵＬＬＥ

Ｔ」を別個の要部とする使用商標２は，本件商標と社会通念上同一の商標と認

め得る。 

(5) 使用商品について 

 使用商品は，「二輪自動車」であるから，第１２類「二輪自動車・自転車並

びにその部品及び附属品(タイヤ及びチューブを除く。)」の範ちゅうに含まれ

る。 

(6) 結論 

 通常使用権者であるウイングフットは，本件要証期間内に，商標権者から商

品名に「ＢＵＬＬＥＴ」の文字を含む二輪自動車を我が国に譲渡のために輸入

したと認められ，また，二輪自動車の本体部分のステッカーに「ＢＵＬＬＥ

Ｔ」の使用商標１が付されている本件商品の譲渡のために，同社のウェブサイ

トにおいて，本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標２を使用し，広
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告していたと認められる。よって，通常使用権者の当該行為は，「商品に標章

を付したものを譲渡のために輸入する行為」（商標法２条３項２号）及び「商

品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行

為」（同８号）に該当するものと認められる。 

 被告は，本件要証期間内に日本国内において，通常使用権者がその請求に係

る指定商品中の第１２類「二輪自動車」について，本件商標を使用したことを

証明したから，本件商標の登録は，商標法５０条により取り消すことはできな

い。 

 

【判  断】 

１ 本件商標について 

(1) 本件商標は，上記第２の１記載のとおり，ゴシック調の「ＢＵＬＬＥ

Ｔ」の欧文字を横書きしてなるものであり，本件商標を構成する「Ｂ」「Ｕ」

「Ｌ」「Ｌ」「Ｅ」「Ｔ」という６文字のフォント，大きさや文字間隔はすべ

て同じである。 

(2) 本件商標の指定商品は，第１２類「二輪自動車・自転車並びにその部品

及び附属品（タイヤ及びチューブを除く。）」である。 

２ 商標権者及び通常使用権者 

(1) 商標権者 

ア 証拠によれば，以下の事実が認められる。 

  インド国の会社法に基づくニューデリー高等裁判所の合併命令（甲５の

１，２）は，「Ｅｉｃｈｅｒ Ｌｔｄ．」を「Ｔｒａｎｓｆｅｒｏｒ Ｃｏ

ｍｐａｎｙ」（被承継会社），「Ｅｉｃｈｅｒ Ｍｏｔｏｒｓ Ｌｔｄ．」

を「Ｔｒａｎｓｆｅｒｅｅ Ｃｏｍｐａｎｙ」（承継会社）として，「１．

本文書に添付した目録－Ⅱの第一，第二および第三部に明記する被承継会社

の自動車事業に関するすべての財産，権利および権能，ならびに上記被承継

会社の自動車事業に関するその他すべての財産，権利および権能を，これ以

外の行為または証書がなくとも承継会社に移転し，・・・被承継会社の財産

および利益のためにこれらを承継会社に移転し，承継会社に帰属させるよう

命じ」るものである。上記目録Ⅱ（乙２）には，「アイヒャー リミテッ

ド」の財産目録として「自動車事業における財産」と記載されているが，具

体的には「ブランド，商標，登録，特許，製品設計，プロトタイプ，著作権

及びその他の知的財産権，乗物，固定資産，現在の運営資金，流動資産，引

当，資金，ライセンス，借用権，分割払い購入，年間メンテナンス及び賃貸

の準備，コンピューター，オフィス用品，通信機器，設備及び装置，合意

書・契約書並びに契約及び協定上の利益，権限，権能，許可，登録，割り当

て，承認，同意，特権，特典，利点，地役権及び全ての権利，権利(タイト

ル)，利益，信用，住宅用商業用敷金，前払い金，満期保証債権及びその他

の回収可能資金，現金，銀行預金残高，在庫車，試乗車，部品，附属品，部
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品の反対売買の在庫品を除いた中古車，積送在庫及びその他の全ての権利，

要求及び権限，会社によって支払われた保証金を含む手付金及び／又は預入

金」を指す。 

  また，アイヒャー モーターズ リミテッドのチーフ エグゼクティブ 

オフィサーであるＡは，公証人の面前において，「宣誓供述書」（甲５の

３，４）のとおり，「『アイヒャー リミテッド』は，指定商品『二輪自動

車・自転車並びにその附属品（タイヤ及びチューブを除く。）』に係る日本

国の登録商標『ＢＵＬＬＥＴ』を獲得した。そして，２００４年統合計画の

取り決めを原因として『アイヒャー リミテッド』は，インド国のニュー・

デリーの裁判所の命令に従って，２００４年に一部の事業部門（自動車事

業）を『アイヒャー モーターズ リミテッド』へ会社分割によって移転し

ました。同法廷は，総合計画の取り決めを許可しました。」旨供述した。 

  上記命令及び宣誓供述書は，いずれも，「アイヒャー リミテッド」と

「アイヒャー モーターズ リミテッド」等の組織統合計画を前提とするも

のであるが，同計画（甲１９）では，「アイヒャー リミテッド」が合意の

時点で営んでいる，トラクター事業，二輪車事業（Ｔｗｏ ｗｈｅｅｌｅｒ 

ｂｕｓｉｎｅｓｓ），エンジン事業及びギア事業を総称した「自動車事業」

を「アイヒャー リミテッド」から「アイヒャー モーターズ リミテッ

ド」へ移転すると明記されている。そして，同計画の「定義」の項目には，

「アイヒャー リミテッド」の「自動車事業」について，「アイヒャー リ

ミテッド」のトラクター，二輪車（ｔｗｏ ｗｈｅｅｌｅｒｓ），エンジ

ン，ギアの製造及び販売事業に係る確立した「アイヒャー リミテッド」の

事業を意味し，具体的には，①トラクター，二輪車（ｔｗｏ－ｗｈｅｅｌｅ

ｒｓ），エンジン及びギアの製造及び販売時用に関係する「アイヒャー リ

ミテッド」の全資産と負債，②「自動車事業の全体，継続事業体として，全

ての負債，債務，責務及び義務，及び全ての資産，そして財産，動産又は不

動産，本質又は個人的，所有財産又は復帰財産，有体又は無体，有形又は無

形，必然又は偶然の，そしてブランド，商標，特許，著作権及び他の知的財

産権，乗り物（Ｖｅｈｉｃｌｅ），固定資産，在庫，流動資産，引当，資金

を含むが，これらに限定されることなく，自動車事業に関する賃借，ライセ

ンス，借用権，施設，分割払い購入及び賃貸の準備，コンピューター，事務

機器，オフィス用品，建物，家具，電話，テレックス，ファクシミリの接

続，通信機器，設備及び機械類，および電気設備・その他の装置，合意書・

契約書及び契約及び協定上の利益，権限，権能，産業及びその他のライセン

ス，登録，分配，承認，割り当て，同意，特権，特典，利点，地役権および

全ての権利，権利（タイトル），利益，信用，恩恵，権利及び利点，その他

の資産，預金，引当金，前払い金，債権，資金，現金，銀行預金残高，為替

手形，ローン及びＥＬ（注：アイヒャー リミテッド）の会計帳簿に記載さ

れた増額分，勘定，どのような性質のものであれ，どこにあろうとＥＬによ
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って享受されている，および／またはＥＬが権限を有し，自動車事業に関す

る，いかなる種類の，後日獲得する可能性もある，その他の権利及び要求，

自動車事業に関する全ての書籍・書類・資料及び記録，さらに，自動車事業

に関連してＥＬによって支払われた保証金を含む手付金及び／又は預入金を

含む。」の２つを含むものとされている。このように，事業譲渡の対象であ

る自動車事業には，「Ｔｗｏ ｗｈｅｅｌｅｒ ｂｕｓｉｎｅｓｓ」が含ま

れているが，「Ｔｗｏ ｗｈｅｅｌｅｒ ｂｕｓｉｎｅｓｓ」を含めて自動

車事業と称しているだけであるから，ここにいう「Ｔｗｏ ｗｈｅｅｌｅ

ｒ」は，自動車の中で二輪の車種に限定したものとは解されず，自転車を含

めて広く二輪車一般を意味するものと解される。 

  本件商標権は，我が国では，「インド国 マドラス＜以下略＞」所在の

「アイヒャー リミテッド」が権利者として登録されていたが，本件指定商

品すべてにつき，平成２５年１０月１０日付けで，「アイヒャー リミテッ

ド」から「インド国 ニューデリー＜以下略＞」所在の「アイヒャー モー

ターズ リミテッド」，すなわち被告に対して，一般承継による移転登録が

なされた（甲２，２９）。 

  他方，本件商標の構成文字である「ＢＵＬＬＥＴ」を構成の一部に含む商

標について，インドでは上記合併命令を理由に，被告に対して一般承継によ

る移転登録がなされた（乙１の１～１０）。その指定商品は，「二輪自動車

（ＭＯＴＯＲＳ），スクーター（ＳＣＯＯＴＥＲＳ），二輪車，モペット

（ＭＯＰＥＤＳ），エンジン，気化器，ケーブル，サドル，緩衝器，クラッ

チ，クラッチ板，ブレーキ，ブレーキライニング，車輪及びリムの部品，前

記商品の附属品及び構成部品，第１２類の属する全ての商品」，「二輪自動

車を含む陸上用のモータービークル（ＭＯＴＯＲＬＡＮＤ ＶＥＨＩＣＬＥ

Ｓ），スクーター，モペット及び二輪車，第１２類に属する前記商品の部

品・附属品及び構成部品」，「二輪自動車，スクーター，モペット及び二輪

車，第１２類に属する前記商品の部品・附属品及び構成部品」，「二輪自動

車，スクーター，モペット及び他の二輪車（ＯＴＨＥＲ ＴＷＯ ＷＨＥＥ

ＬＥＲＳ），第１２類に属する前記商品の部品・附属品及び構成部品」など

である。ここで使用されている「ＴＷＯ ＷＨＥＥＬＥＲＳ」という用語

は，一般的に二輪車や自転車を指すものであるところ，「ＭＯＴＯＲＳ，Ｓ

ＣＯＯＴＥＲＳ，・・・ＭＯＰＥＤＳ」，「ＭＯＴＯＲＬＡＮＤ ＶＥＨＩ

ＣＬＥＳ」等の動力付きの二輪車とは別に，これと並列してわざわざ指定商

品として挙げられていることからすると，動力のない二輪車を指し，自転車

を含む趣旨と解するのが相当である。 

イ 以上によれば，本件商標権は，平成１６年７月２８日，ニューデリー高等

裁判所の合併命令によって，自転車を含む「二輪車事業」に関する「商標」

権として，「アイヒャー モーターズ リミテッド」から被告に移転したも

のと認められる。 
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(2) 通常実施権者 

 「ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＯＲ ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ（販売代理店契約）」（甲

７）及び上記Ａが公証人の面前でした「宣誓供述書」（甲５の２０）によれ

ば，平成２２年１２月２日に，「アイヒャー モーターズ リミテッド」と

「有限会社ウイングフット」との間で，販売店代理契約が締結され，ウイング

フットは，「Ｂｕｌｌｅｔ」商標の使用を許諾する権利を取得したと認められ

る（上記販売代理店契約書中の「ウイングフット株式会社」との記載は「有限

会社ウイングフット」の誤記と認める。）。 

 したがって，ウイングフットは，本件商標の通常実施権者と認められる。  

３ ウイングフットの使用商標及び使用時期 

(1)ア 輸出貨物の送り状の記載 

  平成２３年１１月４日付けの「ＩＮＶＯＩＣＥ」（甲６の１）には，「Ｅ

ＸＰＯＴＥＲ」（輸出者）欄に「ＥＩＣＨＥＲ ＭＯＴＯＲＳ ＬＩＭＩＴ

ＥＤ」の表記が，「ＣＯＮＳＩＧＮＥＥ」（荷受人）欄に「ＷＩＮＧ ＦＯ

ＯＴ」の表記が認められ，「ＤＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮ ＯＦ ＧＯＯＤＳ」

（出荷対象商品）欄には，二輪自動車を示す「ＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥＳ」の

記載があり，さらに，「ＢＵＬＬＥＴ ３５０ＣＣ ＣＬＡＳＳＩＣ ＢＬ

ＡＣＫ」，「ＢＵＬＬＥＴ ５００ＣＣ ＣＬＡＳＳＩＣ ＥＦＩ ＢＬＡ

ＣＫ」，「ＢＵＬＬＥＴ ５００ＣＣ ＥＦＩ ＢＬＡＣＫ」など，「ＢＵ

ＬＬＥＴ」という標章の記載と，排気量，種類，色彩等の記載がある。 

  また，平成２３年１１月２８日付けの「ＩＮＶＯＩＣＥ」（甲６の２）に

も，同様の輸出者，荷受人，出荷対象商品，「ＢＵＬＬＥＴ ３５０ＣＣ 

ＣＬＡＳＳＩＣ ＢＬＡＣＫ」，「ＢＵＬＬＥＴ ５００ＣＣ ＣＬＡＳＳ

ＩＣ ＥＦＩ ＢＬＡＣＫ」，「ＢＵＬＬＥＴ ５００ＣＣ ＥＦＩ ＢＬ

ＡＣＫ」等の記載がある。 

イ ウェブサイトの記載 

  平成２４年４月１３日の時点で，「ウイングフット」のウェブサイト（甲

９の１，２）には，「ロイヤルエンフィールド専門店のウイングフットで

す。」との紹介のほか，「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ ＢＵＬＬＥＴ ５

００ ＥＦＩ」の表示（使用商標２）と商品の二輪自動車の画像，さらに，

当該商品のツールボックス部分に関する「ツールボックスにはＢＵＬＬＥＴ 

５００，・・・のステッカーが貼られています。」との記載と使用商標１を

含むツールボックスの画像が確認された。同ウェブサイトの「Ｍｅｄｉａ 

Ｌｉｓｔ」（甲９の３）には，「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ ＢＵＬＬＥ

Ｔ ５００ ＥＦＩ」の試乗インプレ・レビューが掲載され，掲載日として

「２０１１年７月７日」という記載があるほか，同ウェブサイトの「ＢＵＬ

ＬＥＴ パーツリスト」（甲９の４）には，注文方法の説明を受けて「※Ｐ

ＤＦファイルに表示されている価格は２０１１年４月４日より税込価格とな

りました。」とも記載されている。そうすると，平成２３年４月又は同年７
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月当時から，「ウイングフット」のウェブサイトは，「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦ

ＩＥＬＤ ＢＵＬＬＥＴ ５００ ＥＦＩ」を初めとした「ＢＵＬＬＥＴ」

シリーズの二輪自動車を広告販売する内容であったとうかがわれる。 

  また，平成２４年９月４日の時点で，同ウェブサイトの「ＮＥＷＳ ＣＬ

ＩＰ」には，「２００９年６月２８日」の記事として，「ＮＥＷ ＭＯＤＥ

Ｌ」として，「ＢＵＬＬＥＴ ５００ ＣＬＡＳＳＩＣ ＥＦＩ」を入荷し

たことが記載され，併せて車両の写真が掲載されている（甲１８の４）。ま

た，エンフィールド・ポテローサ２日記というブログの「２００９年７月２

日」付けの記事では，ウイングフットによる新型の「ＢＵＬＬＥＴ ５００ 

ＣＬＡＳＳＩＣ」の国内販売開始の告知について，言及されている（甲１８

の５）。そうすると，平成２１年６月又は同年７月当時においても，「ウイ

ングフット」のウェブサイトは，「ＢＵＬＬＥＴ ５００ ＣＬＡＳＳＩＣ 

ＥＦＩ」を初めとした「ＢＵＬＬＥＴ」シリーズの二輪自動車を広告販売す

る内容であったとうかがわれる。 

(2) 以上によれば，平成２３年１１月４日及び同月２８日に，被告は，商品

名に「ＢＵＬＬＥＴ」の文字を含む二輪自動車を，「ウイングフット」を荷受

人として我が国に輸出し，また，ウイングフットは，その二輪自動車を輸入し

たと認められる。このうち，「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ ＢＵＬＬＥＴ 

５００ ＥＦＩ」の名称を有する「二輪自動車」（本件商品）には，本体部分

のステッカーに「ＢＵＬＬＥＴ」の商標（使用商標１）が付されている。 

 さらに，商標権者の販売代理店であるウイングフットは，そのころ，同人の

ウェブサイトにおいて，輸入した本件商品について，「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩ

ＥＬＤ ＢＵＬＬＥＴ ５００ ＥＦＩ」の商標（使用商標２）を表示し，本

件商品の譲渡のため，本件要証期間内にその広告を行ってきたものと認めるこ

とができる。 

４ 本件商標と使用商標の同一性について 

(1) 使用商標１ 

 使用商標１は，「ＢＵＬＬＥＴ」の文字よりなるから，本件商標と構成文字

が同一であり，社会通念上同一の商標といえる。 

(2) 使用商標２ 

 使用商標２は，「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ ＢＵＬＬＥＴ ５００ Ｅ

ＦＩ」の文字よりなる。 

 構成中の「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ」は，旧社名から派生した二輪自動

車のブランド名であり（甲４），「５００」は排気量の数字，「ＥＦＩ」はエ

ンジンにおける燃料噴射の電子制御システムである「Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ 

Ｆｕｅｌ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ」の略語（甲１１）等として理解されるから，

外観上常に一体不可分のものとして認識されるとはいえず，「ＢＵＬＬＥＴ」

の文字部分が，独立して要部として認識され得る。 

 本件商標と「ＢＵＬＬＥＴ」の文字部分は，その文字綴りを同一にするもの
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であるから，使用商標２は，その他の文字を伴っている構成であるが，「ＢＵ

ＬＬＥＴ」を要部として認識され得る以上，本件商標と社会通念上同一の商標

と認められる。 

(3) 使用商品について 

 本件商品は，「二輪自動車」であるから，第１２類「二輪自動車・自転車並

びにその部品及び附属品(タイヤ及びチューブを除く。)」の範ちゅうに含まれ

る商品といえる。 

(4) 小括 

 以上によれば，通常使用権者であるウイングフットは，本件要証期間内に，

商標権者から商品名に「ＢＵＬＬＥＴ」の文字を含む二輪自動車である本件商

品を輸入し，本件商品には，本体部分のステッカーに「ＢＵＬＬＥＴ」の使用

商標１が付されるとともに，自社のウェブサイトにおいて本件商品を宣伝・販

売し，商品の説明において「ＢＵＬＬＥＴ」と社会通念上同一といえる使用商

標２が付されていたと認められるから，通常使用権者の行為は，商標法２条３

項２号の「商品に商標を付したものを譲渡のために輸入する行為」及び同８号

の「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供

する行為」に該当するものと認められ，本件商標は，商標法５０条により取り

消すことができない。 

５ 原告の主張に対する判断 

(1) 原告は，「自転車並びにその部品及び附属品（タイヤ及びチューブを除

く。）」に関する事業は「自動車事業」と解することはできず，当該事業につ

いての本件商標権が，被告に一般承継された事実はないと主張する。 

 しかしながら，上記２(1)で説示したとおり，原告の主張するように，被告

に対する事業承継の対象として，自転車事業を除外した事実は認められない。 

 確かに，ニューデリー高等裁判所の合併命令が判断の基礎としている組織統

合計画書（甲１９）では，事業譲渡の対象として，「自動車事業における財

産」と記載されているところ，一般的な用語として，「自転車」は「自動車」

の範ちゅうに入らず，また，同計画書において，自転車という用語を用いた明

示的な規定はない。 

 しかしながら，既に述べたとおり，上記組織統合計画書が，アイヒャー リ

ミテッドの行う自動車事業には，「ｔｗｏ ｗｈｅｅｌｅｒ」，すなわち，動

力を必ずしも必要としない二輪車に関する事業も含まれることを前提として成

立したものであることは，自動車事業に関する定義の文言上，明らかである。

そして，自転車は，自動車ではないが，二輪車には含まれると解されるから，

自転車に関する財産等も当該計画書における「自動車」に関するものに含まれ

るという前提で，被告への一般承継が行われたと解するのが，当然である。こ

のように解することは，事業対象財産の具体的な内容として「Ｖｅｈｉｃｌｅ

（乗り物）」という車両の種類を問題としない用語が用いられたこととも整合

的である。 
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 また，電動アシスト付き自転車の例を挙げるまでもなく，自動車事業に関す

る知識や経験が，新たな自転車の技術研究，開発にも資することは明らかであ

り，自動車や自転車は，その素材や部品等に共通性や関連性があると考えられ

るから，自動車事業の主体が，自転車事業に関する種々の財産や権利を取得す

ることは，経済的に見ても，合理的なものである。 

 実際，上記組織統合計画書に基づいてなされたと推認される，我が国やイン

ドにおける本件商標を含む商標権の移転が，「自転車」を含む「二輪車」につ

いてまでなされているのは，両当事者が，同計画書で「自転車」に関する事業

をも被告に移転する意思を有していたことを強く推測させるものである。そし

て，これらの商標登録の移転に関する被告の主張に対し，事業譲渡者であるア

イヒャー リミテッドが異議を唱えていることをうかがわせる証拠は全くな

い。したがって，アイヒャー リミテッドの認識する事業承継の対象は，被告

主張のとおりと認められる。 

 以上のとおりであって，原告の主張は理由がない。 

(2) また，原告は，審決には，本件商標の使用に関する証拠の評価に誤りが

あるとも主張する。 

 しかしながら，原告は，「ＩＮＶＯＩＣＥ」（甲６の１，２）が信用性を欠

くといえる具体的な根拠を示しておらず，また，原告の主張は，ウイングフッ

トのウェブサイトの写しの抽出日が，本件要証期間内にないというだけであ

り，ウェブサイト上日付を付した記事のタイムスタンプの信用性を疑わしめる

ような事情を指摘するものではないから，本件各証拠に基づいてなされた上記

３の認定を左右するものではない。 

 したがって，原告の主張は理由がない。 

結  論 

 以上より，原告の請求は理由がない。 

 よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。 

 

【論  説】 

１．本件は、商標法５０条１項に基づく、登録商標の不使用に対する登録取消

の審判請求に関する事件であるところ、本件登録商標は最初の商標権者アイヒ

ャー Ｌｔｄ．（インド国マドラス）から、アイヒャー・モーターズ Ｌｔ

ｄ．（インド国ニューデリー）（被告）へ２０１３年１０月１０日付で一般継

承された旨、商標権者の移転登録が申請され、同年１０月２４日に新しい商標

権者として登録された。 

 ところが、カンパニョロ・ソチェタ・アレスポンサビリタ・リミタータ（原

告）は、２０１１年１２月２７日に、本件商標に対する前記登録取り消しの審

判請求をしていたのである。したがって、商標権者は変更されても本件登録商

標に対する不使用取り消しの審判請求事件は継続していた。 

 これに対し、特許庁における審決では、被告が本件商標を一般継承する以前
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において、通常実施権者（通常使用権者の誤記）である有限会社ウイングフッ

トにおいて、指定商品の「二輪自動車」について、本件商標と社会通念上同一

の商標を使用していたと認められるとして、本件商標の登録を取り消すことは

できない、と判断されたのである。 

 

２．この審決を不服とした審判請求人（原告）は、審決取消請求を知財高裁にし

た。 

 被告（商標権者）は、本件の要証明期間内に、「ＢＵＬＬＥＴ」の文字を含む

二輪自動車を、わが国の有限会社ウイングフットを荷受人として輸出し、同社は

その二輪自動車を輸入し、その旨は輸出貨物の送り状の記載やウェブサイトの

記載にある「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ ＢＵＬＬＥＴ ５００ ＥＦＩ」の

名称を有する「二輪自動車」（本件商品）のステッカーに「ＢＵＬＬＥＴ」の商

標（使用商標１）が付されていること、また商標権者の販売代理店である(有)ウ

イングフットはそのウェブサイトにおいて、「ＲＯＹＡＬ ＥＮＦＩＥＬＤ Ｂ

ＵＬＬＥＴ ５００ＥＦＩ」の商標（使用商標２）を表示し、本件商品の譲渡の

ための広告を行ってきた事実を立証したのである。 

 

３．そこで、裁判所は、本件要証期間内に、通常使用権者である(有)ウイングフ

ットは、商標権者から商標「ＢＵＬＬＥＴ」の文字を含む二輪自動車を輸入し、

それには使用商標１が付されていたこと、また自社のウェブサイトで本件商品

を宣伝・販売し、商品説明には「ＢＵＬＬＥＴ」と社会通念上同一といえる使用

商標２が付されていたことから、通常使用権者の行為は、商標法２条３項２号の

「商品に商標と付したものを譲渡のために輸入する行為」や同条項８号の「商品

に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」

に該当すると認定した。その結果、裁判所は、本件商標は商標法５０条１項によ

り取り消すことはできないと判断したのである。 

 

４．結局、本件においては、わが国特許庁に設定登録したインド国の会社と利害

関係があった同国の会社どうしが争った事件であり、通常使用権者が日本人経

営の会社であったから、取引の舞台は日本国内である以上、「当該登録商標と社

会通念上同一と認められる商標」とは、わが国日本国民のレベルによって判別し

なければならない問題であったのである。そして、使用商標１と２とにより、わ

が国内における本件商標の使用は証明されたのである。 

 

〔牛木 理一〕 

 

 


